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ヒッツＦＭで「声の広報たかやま」を放送しています。1日と15日の午前6時～7時・午後10時～11時

TEL

お し ら せ

各種相談窓口をご利用ください【2月】
地域 行政相談 心配ごと・結婚相談 人権相談 ハローワーク巡回相談

高　山 毎週水・金曜日／午後1時～4時／総合福祉センター
結婚相談は下記（※）　11日㈬は休館日のためお休み

17日㈫／午後1時～3時／
山王福祉センター

平日／午前8時30分～午後5時15分／
市役所

丹生川 20日㈮／午後1時～4時／
丹生川支所

18日㈬／午後6時～9時／
友愛の家（福祉センター隣）

5日㈭／午後1時～3時／
丹生川支所

清　見 10日㈫／午前9時～正午／きよみ館（清見支所） 6日㈮／午後1時～3時／
きよみ館（清見支所）

荘　川 10日㈫／午後1時～4時／荘川福祉センター 27日㈮／午後1時～3時／
荘川総合センター（荘川支所）

一之宮 5日㈭／午後6時～9時／飛驒位山文化交流館 12日㈭／午後1時～3時／
一之宮支所

久々野 18日㈬／午後6時30分～9時30分／
久々野支所

13日㈮／午後1時～3時／
久々野支所

朝　日 18日㈬／午後6時～9時／燦燦朝日館（朝日支所） 19日㈭／午後1時～3時／
燦燦朝日館（朝日支所）

高　根 9日㈪／午前9時～正午／高根福祉センター 20日㈮／午後1時～3時／
高根支所【予約制】（※）

国　府 4日㈬／午後1時～4時／
こくふ交流センター（国府支所）

18日㈬／午後6時30分～9時30分／
こくふ交流センター（国府支所）

4日㈬／午後1時～4時／
こくふ交流センター（国府支所）

2日㈪・16㈪／時間は下記（※）／
こくふ交流センター（国府支所）

上　宝
奥飛驒温泉郷

10日㈫／午後1時～4時／
上宝支所

26日㈭／午後1時～3時／
上宝支所

※高山地域の結婚相談は、3日㈫、17日㈫は午後0時30分～3時30分、10日㈫、24日㈫は午後5時30分～8時30分。
※ハローワーク巡回相談・・・高根会場は予約制です。相談日の前々日までに高根支所地域振興課へ 　　（☎59－2211）
　　　　　　　　　　　  国府会場の相談日は月2回（午前10時～正午、午後1時～3時）

2月 1日㊐
高山市合併10年記念式典（市民文化会館）
中尾かまくらまつり（～14日・中尾高原イベント広場）

6日㊎ 奥飛驒温泉郷雪像コンテスト
（～15日・奥飛驒温泉郷一帯）

7日㊏
クリスタルライブｉｎ朝日（道の駅ひだ朝日村）
東海雪合戦大会ｉｎ朝日（～8日・朝日小グラウンド）

8日㊐
アルコピアスノーカーニバル2015
新春飛驒の蔵元 勢ぞろい!!（飛驒高山まちの博物館）

14日㊏ 氷点下の森 氷祭り（秋神温泉）
15日㊐ 平湯大滝結氷まつり（～25日・平湯大滝）

16日㊊ 所得税の確定申告と市・県民税の申告相談
（～3月16日・市民文化会館、市役所ほか）

２月のこよみ

飛驒高山雛まつり（3月1日～4月3日）
市議会定例会（3月2日～24日予定）
市内中学校卒業式（3月6日）
雫宮祭（3月15日）
市内小学校卒業式（3月23日）

《今後の予定》

問合先 福祉課  ☎35⊖3356

障がい者就労相談

　市地域自立支援協議会では、障がいの
ある方の就労に関する相談を受け付けて
います。「働きたいけど、どうしたらいいか
分からない」「働きたいけど自信がない」な
どの相談に、就労支援事業者が応じます
ので、お気軽にご相談ください。
期日　２月17日㈫
時間　午後１時～３時30分
場所　市役所（花岡町２）
※障がいの種別は問いません。
※前日までに予約してください。

　弁護士による法律相談や融資・税金・
介護などの無料相談会を行います。
対象　どなたでも
日時　２月14日㈯  午前９時～正午
場所　飛驒地区労働者福祉会館
　　　（名田町５）
定員　弁護士による相談は６人
申込方法　事前に　　（２月９日㈪ 午前
　　　　　９時から受付）

事業者　株式会社国府町開発
　　　　ユニー株式会社
名称　アピタ飛驒高山店（国府町金桶）
内容　店内の小売業者の変更など
縦覧場所　商工課（本庁2階）
縦覧期間　４月24日㈮までの土日祝を除く
　　　　　午前８時30分～午後５時15分

問合先 北方領土返還要求運動 岐阜県民会議事務局  ☎058⊖213⊖3053

TEL

なんでも相談会 大規模小売店舗立地法の縦覧
申 込
問合先 問合先岐阜県労働者福祉協議会

飛驒支部  ☎57⊖7211
中心市街地活性化推進室
☎35⊖3426

　北方領土問題に関する国民の理解と関心をさらに深め、北方領土返還要求運動
の全国的な盛り上がりを図るため、昭和56年１月６日の閣議了解により、毎年２月７日を

「北方領土の日」と定められました。

2月は北方領土返還要求運動強調月間です


